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事前に準備しておくこと

アスベストONEの利用にあたり、以下の条件を満たすものをご準備ください。

推奨環境 OS ブラウザ（2024年4月時点の最新版）

PC Windows10以上 Microsoft Edge、Google Chrome

スマートフォン
iOS 11.0 以上 Safari

Android 8.0 以上 Google Chrome

■利用環境

アスベストONEでは、石綿関連の施工に携わる下請業者（施工パートナー）を選んで
工事登録・帳票作成を行うようになっています。
必ず工事登録前までに施工パートナーの情報をご登録ください。

■施工パートナーの登録

アスベストONEでは、工事に携わる石綿作業主任者・建築物石綿含有建材調査者・工
作物石綿事前調査者の有資格者をあらかじめ登録し、帳票作成の際に選択する形式を
とっております。
必ず帳票作成前までに該当者の情報をご登録ください。

※施工パートナーの石綿有資格者の登録も、元請業者アカウントから登録が可能で
す。

また、アスベストONEでは調査者として担当者情報を事前に登録を行わなければ、
事前調査記録の作成が出来ません。

■石綿有資格者の登録
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改修・解体工事完了までの工事の流れ・石綿業務の全体像と
アスベストONEへの入力（一例）

工
事
の
流
れ

石綿の有無に
かかわらず
必要

石綿
「有り/みなし」
の場合のみ
必要

作成する帳票
※［ ］内は根拠となる法令

内容
マニュアル
該当
ページ

見
積

事前調査
［大防法第18条の15第1項］

［石綿則第3条］

石綿の事前調査結果の
記録を作成します（3年間保存）。 P27ー35

ご
契
約

事前調査結果説明
［大防法第18条の15第1項］

事前調査結果について、発注者に説明
するための書面を作成します（3年間
保存）。

P38ー39

事前調査結果の報告
［大防法第18条の15第6項］

［石綿則第4条の2］

事前調査の結果を事前調査結果報告シ
ステム（Gビズ）に報告します。 P36ー37

工
事
準
備

作業計画
［大防法施行規則第16条の4］

石綿を取り扱う作業につき、方法や順
序、工事の場所等を記した作業計画を
作成します。

P41ー42

作業方法説明
［大防法第18条の16第3項］

［石綿則第4条の3］

元請業者は、下請業者に施工を委託す
る場合に、作成した作業計画に基づき
作業方法説明書を作成・交付し、説明
します。

P43ー44

調査結果の掲示（看板）
［大防法第18条の15第5項］

［石綿則第3条第6項］

石綿の事前調査結果について、作業現
場に掲示します。 P45ー47

石綿則・安衛則に基づく掲示
［石綿則第15条、第20条、

第33条、第34条］

石綿有り/みなしの現場のみ、
 ・関係者以外立ち入り禁止
 ・石綿作業主任者の責務
 ・飲食・喫煙の禁止
 ・石綿の特徴
の4点の掲示物を作業現場に掲示します。

P47

工
事
中

写真による作業記録
［石綿則第35条の2］

必要な掲示物の掲示状況、呼吸保護具
の着用や湿潤化などが作業計画通り行
われたかの状況を写真により記録しま
す（3年間保存）。

P50

工
事
完
了
後

作業記録
［大防法第18条の23］
［石綿則第35条の2］

石綿除去等作業の結果について、記録
を作成します（3年間保存）。 P48ー52

労働者ごとの作業記録
［石綿則第35条］

常時石綿を取り扱う作業に従事してい
る者につき、作業概要や従事期間など
を記録します（40年間保存）。

P49

作業報告
［大防法第18条の23］

石綿除去等作業記録の内容につき、発
注者に報告します（3年間保存）。 P53ー55
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初期設定
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アスベストONEにログイン・施工パートナーの追加

5

■工事情報の登録や置場運搬情報などを登録するために、アスベストONEにログインします。

推奨環境で操作を行ってください！

1

2

【各種登録】
左記メニュー項目（⑤〜⑧）より各種登録を行います。
⑤…工事登録
⑥…石綿分析依頼（依頼方法は「分析依頼マニュアル」をご参照ください）
⑦…施工パートナー追加
⑧…担当者登録
※登録を始める際は、まず最初に「⑦施工パートナー追加」 、次に「⑧担当者登録」を
行なってください。

【登録情報変更申請】
左記メニュー項目（⑨ 〜⑫）より登録情報の変更や追加の申請が行えます。
⑨…ユーザー追加・削除
⑩…登録情報変更
⑪…窓口担当者変更申請
⑫…請求先担当者変更申請

3
4

①推奨環境のブラウザから
「https://uni-port.jp/」にアクセスし、各ユーザ
ーに割り振られたログインIDとパスワードを入力。

②「ログイン」をクリック。

③ログインが完了し、Home画面が表示されます。

「メンテナンス、新機能、休業案内」について
ご確認いただけます。

ログインされた際は、ご確認をください。

④「サポート」をクリッ
クすると下にアスベスト
ONEの操作についてのメ
ニューが表示されます。
『サポートページ』や『マ
ニュアル』『操作動画』な
どをご覧いただけます。
またアスベストONEに関
するお問い合わせもこちら
から行えます。

9

5

6

7

8

https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
https://uni-port.jp/
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■ログインユーザーの所属業者に紐づく各種情報を表示。

③現在ログインしているユーザーの「ユーザー情報」「所属
情報」「プラン情報」などの登録内容が確認できます。
それ以外の登録内容に変更がある場合は、お問い合わせフォ
ームにてご連絡ください。

④『所属情報』内の「変更する」をクリックすると、ログイ
ンしているアカウントに紐づく所属情報の変更が可能です。
※Home画面左側のメニューより「登録情報変更」をクリックした
場合も、同様の変更が可能です。

⑤「代表者職氏名」「郵便番号」「所在地」「電話番号」 
「FAX番号」「労働保険番号」の修正が可能です。
※「業者ID」は変更できません。
※「名称」変更の際は、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

ユーザー情報確認／ユーザー管理機能［所属情報の変更］

6

1 ク
リ
ッ
ク

4

4

3

2

①Home画面の右上に『月間工事登録件数 所属会社の業者ID 所属業者名 ログインユーザー名』が表示され、クリ
ックすると下に「ユーザ情報確認」「パスワード変更」「ログアウト」のメニュー画面が表示されます。

②「ユーザー情報確認」をクリック。

⑥「保存」をクリック。

5

6

7

⑦確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

※所属情報を変更すると、ロックされていない石綿帳票に
は変更後の情報が反映されるようになります。

※作成した書類についてはロック（「石綿業務書類の登録済
データ保管方法」参照）をして保存をいただきますよう
お願いいたします。
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■ログインしているアカウントに紐づく契約プラン情報を表示。

1

❶「プラン名」…ご契約のプラン名
❷「利用機能」 …ご利用いただける機能
❸「ユーザー追加オプション」 …ユーザー数11名以上の場
合のオプション料金を表示

❹「月間工事登録件数オプション」 …ご契約プランに応じ
た工事件数を超えた場合の料金を表示

❺「施工パートナー追加オプション」 …6社以上のサブア
カウントを発行した場合の料金を表示

②ログインしているアカウントに紐づくプランの情報が表示
されます。

①Home画面の右上の「ユーザー名」をクリックし、
ユーザー名の下に表示される「ユーザ情報確認」
をクリック。

ユーザー管理機能［プラン情報］

7

2
1

2

3

4

5
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■ログインしているアカウントに紐づく支店の一覧 または 本社情報を表示。

❶「業者ID」…アカウント発行時に設定された支店の業者ID
❷「業者名」 …本社と紐づいている支店名
❸「エリア」 …業者登録時に設定した支店のエリア等の名称
❹「住所」 …支店の住所
❺「代表者名」 …支店の代表者名
❻「電話番号」 …支店の電話番号
❼「労働保険番号」 …支店の労働保険番号
❽「CSV出力」 …支店一覧の情報を一括でCSV出力

②ログインしているアカウントに紐づく支店の一覧が表示されます。
 ※元請業者の支店ユーザーがログイン時は本社情報を表示。

①Home画面の右上の「ユーザー名」をクリックし、
ユーザー名の下に表示される「ユーザ情報確認」
をクリック。

ユーザー管理機能［支店一覧／本社情報］※マネジメントオプション有りの場合のみ

8

2

1

1 2 3 4 5 6 7

8
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■ログインしているアカウントに紐づく施工パートナーやユーザーの一覧を表示。

ユーザー管理機能［施工パートナー一覧］［ユーザー一覧］

9

①Home画面の右上の「ユーザー名」をクリックし、
ユーザー名の下に表示される「ユーザ情報確認」
をクリック。

1

②ログインしているアカウントに紐づく施工パートナーの一覧が表示されます。

❶「業者ID」…施工パートナー登録時に設定された業者ID
❷「業者名」 …施工パートナーの業者名
❸「住所」 …施工パートナーの住所
❹「代表者名」 …施工パートナーの代表者名
❺「電話番号」 …施工パートナーの電話番号
❻「労働保険番号」 …施工パートナーの労働保険番号
❼「CSV出力」 …施工パートナー一覧の情報を一括でCSV出力

2 7

1 2 3 4 5 6

❽「ログインID」…アカウント発行時に設定されたログインID
❾「氏名」 …ログインする方の氏名（部署名などの場合もあります）
❿「メールアドレス」 …アカウント発行時に登録の場合は表示
⓫「CSV出力」 …ユーザー一覧の情報を一括でCSV出力

③ログインしているアカウントに紐づくユーザーの一覧が表示されます。

3 11

8 9 10
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ログインパスワードの変更

10

■ログインパスワードの変更が行えます。

①Home画面の右上のユーザー名をクリックすると、
ユーザー名の下に「ユーザ情報確認」「パスワード
変更」「ログアウト」の画面が表示されます。

1

2

②「パスワード変更」をクリック。

❶パスワード…現在のログインパスワードを入力
❷新パスワード…新しいパスワードを入力
❸新パスワード（確認）…確認のため、再度新しいパス
ワードを入力

※パスワードは『半角英数字＋記号 12文字以上』で登録して
ください。

③「保存」をクリック。

2

3

1

2

3
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2 3 4 5

5 6

1

⑤登録された施工パートナーの一覧
が表示されます。

❶「並び順」…施工パートナー一覧
の並び順を変更することが可能

 ボックス内に並び順の数字を入力
し「並び順登録」をクリック

❷「業者ID」 …施工パートナーに設
定された業者ID

❸「業者名」 …施工パートナーの業
者名

❹「住所」 …施工パートナーの住所
❺「ユーザーID」 …サブアカウント
を発行している施工パートナー数

❻「CSV出力」 …施工パートナー一
覧の情報を一括でCSV出力

施工パートナー登録

11

①Home画面左側のメニューより「施工パートナー」→「施工パート
ナー登録」の順にクリック。

1

②登録する施工パートナーの情報を入力します。

❶「業者名」…施工パートナーの会社名を入力
❷「代表者職氏名」…施工パートナーの代表者（代
表取締役社長、支店長など）の職氏名を入力

❸「労働保険番号」…14桁の番号を「ー（ハイフ
ン）」無しで入力

 ※石綿電子報告システムの報告対象となりますが「無
し」または「不明」の場合は空欄でかまいません。

❹「会社住所」…施工パートナーの会社住所を入力
 ※事業所の個別郵便番号や海外住所の場合は、住所の
自動表示ができないことがあります。その場合は「自
由入力」を選択し、住所を入力してください。尚、郵
便番号の入力は任意ですが、所在地の（都道府県）
（市区町村）（町域）は少なくとも、いずれか1ヶ所の
入力が必須となります。

❺「電話番号」…施工パートナーの連絡先
 ※必須項目となります。

❻「FAX番号」…施工パートナーの電話番号、FAX
番号を入力

③「保存」をクリック。

2

3

1
2
3

4

5

6

④確認画面が表示されたら「はい」をクリック
すると「施工パートナー一覧」画面が表示さ
れます。

4
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担当者登録［石綿有資格者の登録］

12

※施工パートナーの石綿有資格者の登録も、元請業者アカウントから登録が可能です。

①Home画面左側のメニューより「担当者」→「担当者登録」の順に
クリック。

1

『石綿作業主任者』
『建築物石綿含有建材調査者』『工作物石綿事前調査者』のうち
複数の資格をお持ちの方は、資格種別にてお持ちの資格全てに

チェックを入れてご登録することが可能です。

1

2

3

4

5

3

6

7

8

9

10

2

各入力項目の   をクリックすると
入力する内容の説明文が表示されます。

②石綿有資格者について入力します。

❶業者種別…元請の担当者の場合は「元請業者
（排出事業者）」、下請けの担当者の場合は「施
工パートナー（下請け・協力業者）」を選択

❷業者… をクリックし、業者名を選ぶ
❸担当者氏名…氏名を入力
❹担当者種別…「石綿有資格者」を選択
※複数選択も可能
 （例）「石綿有資格者」と「工事担当者」を選択、登

録した場合、それぞれに担当者が生成されます。
❺石綿有資格者種別…登録する資格にチェック
※複数選択も可能
※「石綿作業主任者」のみ登録の場合❻〜❿の登録
は不要

［建築物石綿含有建材調査者］について登録
❻登録番号…建築物石綿含有建材調査者資格の番
号を入力

❼資格…該当する欄にチェック
❽講習実施機関の名称…建築物石綿含有建材調査
者の講習を受講した機関の名称

［工作物石綿事前調査者］について登録
❾登録番号…工作物石綿事前調査者資格の番号を
入力

❿講習実施機関の名称…工作物石綿事前調査者の
講習を受講した機関の名称

③「保存」をクリック。

※ 2006年9月1日以降に着工された建物であると設計図
書などで確認した際は、調査者をお持ちでない方も
アスベストONE上に登録が可能です。以下の通りに
入力してください。

  ●資格種別…建材調査者
  ●登録番号… ー（全角ハイフン）を入力
  ●資格…その他を選択
  ●講習実施機関の名称… ー（全角ハイフン）を入力
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担当者登録［石綿有資格者の登録］ 13

⑤資格証を登録する資格種別欄の「選択」をクリ
ックし、お持ちの資格証のPDFデータを選択、
「アップロード」をクリックすると、下の欄に
アップロードしたファイル名が表示されます。
※ファイルを直接「選択」ボタン左の枠内にドラッグ&
ドロップしてアップロードすることも可能です。

⑥「担当者一覧」をクリック。

⑦「担当者一覧」画面が表示されるので、入力し
た担当者の情報が表示されていれば、担当者登
録は完了です。

7

「石綿作業主任者資格証」「建築物石綿含有建材
調査者資格証」「工作物石綿事前調査社資格症」
をPDFでアップロードしていただくと「◎」と表
示され、未登録の場合は「○」と表示されます。
資格未所持など担当者を登録していない資格種別
には「ー」と表示されます。

4

④確認画面が表示されたら「はい」をクリックす
ると「資格証登録」画面が表示されます。

5

6

5

5

担当者を登録していない資格種別は
表示されません。

※一度、担当者の種別を選んで登録すると、後から
種別を変更・追加することはできなくなります。
登録済の担当者に別の担当者種別も追加したい場
合には、改めて担当者登録を行ってください。
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1

担当者登録［工事担当者の登録］

14

※工事の担当者を登録します。工事に対して工事担当者を選ぶと、工事一覧に表示されます。

①Home画面左側のメニューより「担当者」→「担当者登録」の順に
クリック。

②工事担当者について入力します。

❶業者種別…「元請業者（排出事業者）」を選択
❷業者… をクリックし、元請業者名を選ぶ
❸担当者氏名…氏名を入力
❹担当者種別…「工事担当者」を選択
※複数選択も可能
 （例）「石綿有資格者」と「工事担当者」を選択、登
録した場合、それぞれに担当者が生成されます。

❺メールアドレス
…工事担当者のメールアドレスを入力

❻電話番号…工事担当者の電話番号を入力

③「保存」をクリック。

工事担当者を選択し工事担当者氏名とメールアド
レスを登録すると「工事登録」にて工事担当者が選
択可能となります。
選択した工事担当者は「工事一覧」に表示がされ、
担当した工事の可視化、絞り込みが可能となりま
す。

「工事登録」にて、工事担当者を選択して電子報告
を行うと、登録したメールアドレス宛に『事前調
査結果報告システム』から申請変更受付通知、申
請取り下げ通知が届きます。
※事前調査結果報告システムの仕様上、申請受付完了通知
に関しましては通知が受信がされない仕様となってい
ます。

各入力項目の   をクリックすると
入力する内容の説明文が表示されます。

2

3

1

2

3

4

5

6

4

④確認画面が表示されたら「はい」をクリックす
ると「担当者一覧」画面が表示されます。

5 ⑤「担当者一覧」画面が表示されるので、入力し
た担当者の情報が表示されていれば、担当者登
録は完了です。

※一度、担当者の種別を選んで登録すると、後から
種別を変更・追加することはできなくなります。
登録済の担当者に別の担当者種別も追加したい場
合には、改めて担当者登録を行ってください。
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1

担当者登録［Gビズ申請者の登録］

15

※Gビズへの申請者を登録します。事前調査結果報告システムへの電子報告において、工事担当者以外の担当者
が申請変更受付通知や申請取り下げ通知等、登録後の通知を受信したい場合にGビズ申請者として登録。

①Home画面左側のメニューより「担当者」→「担当者登録」の順に
クリック。

2

3

1

2

3

4

5

6

②Gビズ申請者について入力します。

❶業者種別…「元請業者（排出事業者）」を選択
❷業者… をクリックし、元請業者名を選ぶ
❸担当者氏名…氏名を入力
❹担当者種別…「Gビズ申請者」を選択
※複数選択も可能
 （例）「石綿有資格者」と「Gビズ申請者」を選択、
登録した場合、それぞれに担当者が生成されます。

❺メールアドレス…Gビズの申請通知が登録し
たメールアドレス宛に届きます

❻電話番号… 事前調査結果報告システムに報告
を行った際に、行政より報告内容の問い合
わせがある場合は、Gビズアカウントに登
録された電話番号や事業所の電話番号では
なく、登録した電話番号宛に連絡が届くよ
うになります

③「保存」をクリック。

「事前調査結果記録登録」の「Gビズ申請記載担当
者選択」にて、Gビズ申請者を選択して電子報告を
行うと、登録したメールアドレス宛に『事前調査
結果報告システム』から申請変更受付通知、申請
取り下げ通知が届きます。
※事前調査結果報告システムの仕様上、申請受付完了通
知に関しましては通知が受信がされない仕様となって
います。

各入力項目の   をクリックすると
入力する内容の説明文が表示されます。

5 ⑤「担当者一覧」画面が表示されるので、入力し
た担当者の情報が表示されていれば、担当者登
録は完了です。

※一度、担当者の種別を選んで登録すると、
後から種別を変更・追加することはでき
なくなります。登録済の担当者に別の担
当者種別も追加したい場合には、改めて
担当者登録を行ってください。

④確認画面が表示されたら「はい」をクリックす
ると「担当者一覧」画面が表示されます。

4
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1

担当者登録［引渡し担当者・登録担当者の登録］※産業廃棄物管理オプション有りの場合のみ

16

4

④確認画面が表示されたら「はい」をクリックす
ると「担当者一覧」画面が表示されます。

①Home画面左側のメニューより「担当者」→「担当者登録」の順に
クリック。

2

3

1

2

3

4

②引渡し担当者 または 登録担当者について入力し
ます。

❶業者種別…元請の担当者の場合は「元請業者
（排出事業者）」、下請けの担当者の場合は「施
工パートナー（下請け・協力業者）」を選択

❷業者… をクリックし、業者名を選ぶ
❸担当者氏名…氏名を入力
❹担当者種別…「引渡し担当者」または「登録
担当者」を選択
※複数選択も可能
  （例）「引渡し担当者」と「工事担当者」を選択、
登録した場合、それぞれに担当者が生成されます。

③「保存」をクリック。

各入力項目の   をクリックすると
入力する内容の説明文が表示されます。

5 ⑤「担当者一覧」画面が表示されるので、入力し
た担当者の情報が表示されていれば、担当者登
録は完了です。

※一度、担当者の種別を選んで登録すると、後から
種別を変更・追加することはできなくなります。
登録済の担当者に別の担当者種別も追加したい場
合には、改めて担当者登録を行ってください。
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❶施工パートナー… をクリックし、工事を
行う下請業者を選択
※自社施工の場合は自社を選択
※施工パートナー2社以上の場合、「施工パートナーを
追加する」より追加する業者を選択

❷取引番号…工事に紐づいて発番される番号
などがある場合に入力

❸工事期間…工事の開始日と終了日を選択
  （未定の場合は予定日でも構いません）
❹工事担当者…担当者登録で登録した工事担当
者を選択可能
※ここで選択した工事担当者は、事前調査結果の電
子報告にも反映され、変更受付通知、取り下げ通
知等の行政からの連絡が、工事担当者のメールア
ドレスに届きます。

工事登録

18

①Home画面左側のメニューより「工事」→「工事登録」の順に
クリック。

2

1

2

3

4

5

6

②工事について入力します。

1

各入力項目の   をクリックすると
入力する内容の説明文が表示されます。

❺工事区分…『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体、改造・補修工事』『b.建築物の解体工事』『c.新築・その他
工事』から以下の項目に従って工事区分を選択
（1）対象が建築物であり、改修・リフォーム工事を行う場合

→『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体・改造・補修工事』を選択、請負金額（税込）を入力
（2）対象が工作物であり、解体・改造・補修工事を行う場合

→『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体・改造・補修工事』を選択、請負金額（税込）を入力
（3）対象が建築物であり、解体工事を行う場合

→『b.建築物の解体工事』を選択、解体面積を入力
（4）対象が建築物と工作物であり、リフォーム・改修工事および工作物の解体・改造・補修工事を行う場合

→『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体・改造・補修工事』を選択
※請負金額100万未満 解体面積80m以上は『 b.建築物の解体工事』を選択

（5）新築工事等、産廃管理等を行うために登録を行い、石綿の工事と関係ないもの
→『c.新築・その他工事』を選択 ※石綿事前調査不要な工事の際は、こちらを選択

※『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体、改造・補修工事』を選択した場合の
 「下請業者による廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用した運搬の有無」については、次ページを参照

❻一括有期事業…工事が一括有期事業の場合、チェックマークを入力
 ※アスベストONEに登録した労働保険番号が工事の番号と異なる場合は、変更後の労働保険番号をご入力ください。

一括有期の労働保険番号を入力した場合、工事に紐づく施工パートナーの労働保険番号は元請業者と同じ一括有期の労働
保険番号として事前調査結果報告システム（Gビズ）上に登録されます。
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『a.建築物のリフォーム・改修工事／工作物の解体、改造・補修工事』を選択した場合
「下請業者による廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用した運搬の有無」は施工パートナーが少量産廃の運搬の特例を
使用する場合に対象になります。
通常の施工では「特例を使用しない」を選択してください。

下請業者による廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用した運搬の有無

廃棄物処理法第21条の3第3項の特例を活用し、下請業者が工事現場から発生した産業廃棄物の運搬を行う場合には
「特例を使用する」を選択してください。
※産業廃棄物収集運搬業許可を有する下請業者が委託を受けて運搬する場合は該当しません。

特例の適用を受けるには、下記条件への適合が必要です。
●新築・増築及び解体工事では認められず、請負金額が500万円以下の工事に限る。
●特別管理産業廃棄物では認められない。
●1回に運搬する廃棄物は1㎥以下であること。
●この運搬の途中で積替保管を行ってはならない。
●運搬先は、排出事業者が使用権原を持ち、施工現場と同一または隣接する都道府県であること。

※上記の条件を満たしたうえで、工事ごとに合意書面を取り交わす必要があります。

⑦工事や現場、発注者の情報等ご自由に記載いた
だくことが可能です。
※入力した内容は、事前調査結果報告システム、石綿
各種帳票には反映されません。

⑧「確認」をクリック。

『下請業者による廃棄物処理法21条の
3第3項の特例を活用した運搬の有無』
で「特例を使用しない」を選択の場合

記入不要です

⑤運搬先の施設について入力します。
※施工パートナーによる運搬を行う先の情報を入力し
ます。

⑥運搬する廃棄物について入力します。

※機能の概要はサポートページを、発行できる覚
書は便利機能の「少量産廃の運搬覚書を出力」を
ご確認ください。

※運搬先の事業場を登録する場合は、
お問い合わせフォームにてご連絡ください。

❼種類…石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産
業廃棄物の有無について選択

❽運搬量…工事から発生する産業廃棄物総量の
見込みを入力

③事業場（工事現場）について入力します。
所在地…工事現場の住所を入力
※郵便番号を入力すると町域までは自動表示されます。
連絡先電話番号…工事現場の電話番号を入力

④工事の発注者について入力します。
※発注者の住所が事業場（工事現場）の住所と同じ場
合は「住所は事業場（工事現場）所在地に同じ」を選
択します。

※事業所の個別郵便番号や海外住所の場合は、住所の自
動表示ができないことがあります。その場合は、「自
由入力」を選択し、住所を入力してください。また、
発注者が海外在住の場合も同様に「自由入力」をご利
用ください。
尚、郵便番号の入力は任意ですが、所在地の（都道府
県）（市区町村）（町域）は少なくとも、いずれか１
か所の入力が必須となります。

5

8

3

4

7

7

8

6
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「工事登録確認」画面が表示されます。

⑧入力した情報が正しいかどうか確認します。情
報に誤りがある場合は、画面左上または左下の
「戻る」をクリックし、再度工事情報の登録を
行います。

⑨入力した情報に誤りがなければ、画面右下の
「保存」をクリック。

8

9

⑩確認画面が表示されたら「はい」をクリック。
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工事の複製・編集・削除

21

「工事詳細」画面が表示されます。

⑪「複製」をクリックすると、［取引番号・
請負金額・工事期間］以外の工事内容を
複製することができます。

⑫「編集」をクリックすると、登録した工
事情報を編集することができます。

⑬「削除」をクリックすると、登録した工
事情報を削除することができます。



© Copyright EMS Inc. 2025

工事一覧
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■登録した工事情報の閲覧、石綿帳票の作成、管理に進む。

①Home画面左側のメニューより「工事」→「工事一覧」の順に
クリック。

②「工事一覧」の画面で工事情報を閲覧可能です。

【検索条件】以下の手順で表示する情報の絞込が可能です。
❶対象工事の施工パートナーを選択します。
❷デフォルトでは、システム登録日（最新のログイン日）から遡って1年間の工事が一覧画面に表示されます。

1年以上前の登録工事を表示する場合は、システム登録日を該当する日付に変更したのち検索を行ってく
ださい。

❸登録内容の絞込みが可能。対象のラジオボタンの選択によって書類の状況、石綿の取り扱いの有無、電子報告
の報況による絞込が可能です。

❹検索条件を変更後、検索ボタンを押さないと条件が反映されません。必ず『検索』をクリックしてください。

1

2

1

2

3

4
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❺ 検索フォームにキーワードを入力すると対象工事が表示されます。
❻『石綿』…事前調査の結果、石綿を取り扱う工事であれば「有」と表示。石綿が無い工事であれば「無」と表示。
『石綿帳票』…書類が登録されれば「○」印が表示。書類が未登録の場合は「空欄」。書類の作成が必要のな

い工事については「―」が表示。
『電子報告csv DL』…電子報告用のcsvのダウンロードを行った工事については「済」が表示。csvが未ダウンロ

ードの工事には「空欄」が表示。
 電子報告の必要がない工事については「―」が表示。

『書類がロック（保存）』…鍵マークがついている工事については、全ての書類が作成され、保管状態に移行し
ています。（ロック機能については、本マニュアルの「石綿業務書類の登録済デー
タ保管方法」を参照）

 ※着工前までに作成が必要な書類が工事開始日の3日前までに登録されていない場合、項目欄が赤くなりますので、工事着工前までに
アスベストONE上に登録をお願いします。

❼「詳細」をクリックすると、石綿帳票の作成に進めます。
❽「表示項目設定」…項目の設定が可能です。詳細は次ページ参照。

③検索条件で絞込後の工事の一覧が表示されます。
システム登録日で指定した1年間の工事が一覧画面に表示されます。
※デフォルトでは、システム登録日（最新のログイン日）から遡って1年間の工事が一覧画面に表示されます。1年以上前
の登録工事を表示する場合は、検索条件でシステム登録日を該当する日付に変更したのち検索を行ってください。

④工事一覧で選択した工事や全ての工事のデータを出力することが可能です。
※一括処理の詳細は【便利機能編】元請業者用操作マニュアルの「帳票一括ダウンロード」を参照。

3

6
5

7

8

4
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■工事一覧へ表示する項目を設定することが可能です。

1

2

3

①「表示項目設定」をクリック。

②表示したい項目は を入れ、非表示にしたい項目は をはずす。

③「保存」をクリック。

4

④選択した項目のみが表示されます。
表示項目は、各ユーザー毎に設定が可能となっております。
各自で不要な項目を非表示にしていただく事で、画面がスッキリとして使いやすい見た目となります。
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本社及び支店（営業所等）で複数のアカウントをご契約のお客様は、本社（アカウント）にて、
支店（営業所等）の全ての工事データへアクセスが可能となり、データの登録・編集・閲覧も可
能となります。

マネジメントオプションご利用者様へのご案内
※複数のアカウントをご契約のお客様

1
2 ❶「支店の工事を表示」に✓を入れ、❷「検索」を

クリックすると本社の工事と支店（営業所等）の工
事が閲覧できます。

本社アカウント
支店（営業所等）のアカウント
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事前調査／電子報告 
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石綿事前調査結果記録の登録・出力

27

■石綿の有無に関する事前調査を行った結果を記録する帳票です。

Home画面左側のメニューより
「工事」→「工事一覧」の順にクリック。
※工事情報登録直後に入力する場合には、上記操作は不
要です。

①「工事一覧」から工事を検索。

②対象の工事が表示されたら「詳細」をクリック。

1

2

③対象工事の「工事詳細」画面が表示されたら、
画面右上の「石綿」をクリック。

④「石綿業務一覧」画面が表示されるので、「事
前調査結果記録」項目の「編集」をクリック。

4

3

(1)「事前調査結果記録」「事前調査結果説明」「看板」の登録は
 石綿の有無にかかわらず必要です。3つすべてを登録してください。

  (2)事前調査を行った結果、石綿含有建材が無かった場合でも、石綿含有建
材が「無かった」旨を発注者に説明し、現場に掲示しなければなりませ
んのでご注意ください。



© Copyright EMS Inc. 2025

石綿事前調査結果記録の登録・出力 28

「石綿事前調査結果記録登録」画面が表示されます。

⑤工事について入力します。
工事対象で「建築物に関する工事」を選択します。

❶施工部位…施工箇所を入力
（例：ユニットバス、専有部分全般 等）

❷工事対象となる建物および工作物が新築着工
された年月日
…解体または改修の対象となる建築物または工
作物が建築・製造等された時の着工日を入力
※竣工日ではありません

※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着工さ
れた建物であれば、その時点で石綿無しである
と判断できます。

❸建築物（耐火性能）
…建築物の耐火性能について入力

❹建築物（構造）
…建築物の構造に関する部分を入力

❺延べ床面積
…住戸ではなく建物全体の床面積を入力
※「延べ床面積」「階（階建）」は、新築着工年月日
が2006年9月1日より前または不明の場合必須

❻事前調査終了年月日
…事前調査を終了した年月日を入力

❼事前調査を行った部分
…事前調査を行った箇所を入力
※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着
工された建物で、書面調査のみの場合『書
面調査』と記入。

⑥事前調査について入力します。

原則として施工を行う箇所はすべて事前調査を
行ってください。

※木材、金属、石、ガラスのみで構成されているものは
対象外です。

⑦事前調査（書面調査・目視調査を行った者）に
ついて入力します。

❽氏名…事前に石綿有資格者として登録した建
築物石綿含有建材調査者の中から選択
できます。選択後、登録番号以下は自
動で入力されます。事前調査を行う可
能性のある方は、あらかじめ「担当者
登録」より登録してください。

❾事前調査を行った者の所属する法人
…❽で選択した担当者の所属する所属業者名
（法人名）および業者所在地が自動で反映
されます。
※事前調査を行った者の所属業者情報は『法人
名・郵便番号・所属地の入力内容をクリアす
る』ボタンを押すことで、所属業者名と所在地
情報が空欄となります。

工事対象が［建築物に関する工事］の場合

1
2

3

5

6
6

7

4
5

8
7

9
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石綿事前調査結果記録の登録・出力 29

「石綿事前調査結果記録登録」画面が表示されます。

⑤工事について入力します。
工事対象で「工作物に関する工事」を選択します。

工事対象が［工作物に関する工事］の場合

5

1

2

3

4

5

6
6

7

❶工事の概要
…初期値が表示されます
工事内容に相違ある場合、編集も可能

❷施工部位…工作物の施工箇所を入力
❸工事対象となる建物および工作物が新築着工さ
れた年月日
…解体または改修の対象となる建築物または工
作物が建築・製造等された時の着工日を入力
※竣工日ではありません

※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着工さ
れた建物であれば、その時点で石綿無しである
と判断できます。

❹特定工作物について
…改修、改造、解体を行う特定工作物について
選択

❺その他工作物
…特定工作物以外の工作物を改修、改造、解体
を行う場合、名称を記入

❽氏名…事前に石綿有資格者として登録した建築物石綿含有建材調査者の中から選択できます。選択後、登録番号以下は自動
で入力されます。事前調査を行う可能性のある方は、あらかじめ「担当者登録」より登録してください。

❾事前調査を行った者の所属する法人…❽で選択した担当者の所属する所属業者名（法人名）および業者所在地が自動で反映
されます。
※事前調査を行った者の所属業者情報は『法人名・郵便番号・所属地の入力内容をクリアする』ボタンを押すことで、所属業者名と所在
地情報が空欄となります。

●特定工作物のうち、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備（給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙等の建築
設備を除く）、焼却設備、貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）、発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除
く）、変電設備、配電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）にチェックが入った場合
→工作物石綿事前調査者による調査が必要（2025年12月31日以前に着工の工事は建築物石綿含有建材調査者も調査可能です）

●特定工作物のうち上記以外の、特定工作物［煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く）、トンネルの天井板、 
プラットホームの上家、遮音壁軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベー
ターの昇降路の囲い（建築物であるものを除く）］とその他工作物のみが入力された場合
→工作物石綿事前調査者と併せて建築物石綿含有建材調査者も調査可能（2026年1月1日以降着工の工事も同様です）

❻事前調査終了年月日
…事前調査を終了した年月日を入力

❼事前調査を行った部分
…事前調査を行った箇所を入力
※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着
工された建物で、書面調査のみの場合『書
面調査』と記入。

⑥事前調査について入力します。

原則として施工を行う箇所はすべて事前調査を
行ってください。

※木材、金属、石、ガラスのみで構成されているものは
対象外です。

8
7

9

⑦事前調査（書面調査・目視調査を行った者）について入力します。
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⓫氏名…事前に石綿有資格者として登録した建築物石綿含有建材調査者の中から選択できます。選択後、登録番号以下は自動
で入力されます。事前調査を行う可能性のある方は、あらかじめ「担当者登録」より登録してください。

⓬事前調査を行った者の所属する法人
…⓫で選択した担当者の所属する所属業者名（法人名）および業者所在地が自動で反映されます。
※事前調査を行った者の所属業者情報は『法人名・郵便番号・所属地の入力内容をクリアする』ボタンを押すことで、所属業者名と所
在地情報が空欄となります。

石綿事前調査結果記録の登録・出力 30

「石綿事前調査結果記録登録」画面が表示されます。

⑤工事について入力します。
建築物および工作物の工事が一つの請負契約の中
に含まれる場合は「建築物および工作物に関す
る工事」を選択します。

工事対象が［建築物および工作物に関する工事］の場合

❶工事の概要
…初期値が表示されます
工事内容に相違ある場合、編集も可能

❷施工部位
…建築物および工作物の施工箇所を入力

❸工事対象となる建物および工作物が新築着工さ
れた年月日
…解体または改修の対象となる建築物または工
作物が建築・製造等された時の着工日を入力
※竣工日ではありません

※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着工さ
れた建物であれば、その時点で石綿無しである
と判断できます。

❹建築物（耐火性能）
…建築物の耐火性能について入力

❺建築物（構造）
…建築物の構造に関する部分を入力

❻延床面積
…建築物の建物全体の延床面積を入力
※「延べ床面積」「階（階建）」は、新築着工年月日
が2006年9月1日より前または不明の場合必須

❼特定工作物について
…改修、改造、解体を行う特定工作物について
選択

❽その他工作物
…特定工作物以外の工作物を改修、改造、解体
を行う場合、名称を記入

5

1

2

3

4
5
6

7

8

6
9

10

11
7 -a

⑦-a 建築物の事前調査（書面調査・目視調査を行った者）について入力します。

❾事前調査終了年月日
…事前調査を終了した年月日を入力

❿事前調査を行った部分
…事前調査を行った箇所を入力
※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着
工された建物で、書面調査のみの場合『書
面調査』と記入。

⑥事前調査について入力します。

原則として施工を行う箇所はすべて事前調査を
行ってください。

※木材、金属、石、ガラスのみで構成されているものは
対象外です。

12
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⓮事前調査を行った者の所属する法人
…⓭で選択した担当者の所属する所属業者名（法人名）および業者所在地が自動で反映されます。
※事前調査を行った者の所属業者情報は『法人名・郵便番号・所属地の入力内容をクリアする』ボタンを押すことで、所属業者名と所在
地情報が空欄となります。

●特定工作物のうち、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備（給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙等の建築
設備を除く）、焼却設備、貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）、発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除
く）、変電設備、配電設備、配電設備、送電設備（ケーブルを含む）にチェックが入った場合
→工作物石綿事前調査者による調査が必要（2025年12月31日以前に着工の工事は建築物石綿含有建材調査者も調査可能です）

●特定工作物のうち上記以外の、特定工作物［煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く）、トンネルの天井板、 
プラットホームの上家、遮音壁軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベー
ターの昇降路の囲い（建築物であるものを除く）］とその他工作物のみが入力された場合
→工作物石綿事前調査者と併せて建築物石綿含有建材調査者も調査可能（2026年1月1日以降着工の工事も同様です）

石綿事前調査結果記録の登録・出力 31

⑦-b 工作物の事前調査（書面調査・目視調査を行
った者）について入力します。

建築物と工作物の事前調査を行った担当者が同じ
場合は、右上の「事前調査（書面調査・目視調査
を行った者）と同じ」にチェックをいれていただ
ければ、建築物の事前調査へ登録した内容が表示
されます。

⓭氏名…事前に石綿有資格者として登録した建築
物石綿含有建材調査者の中から選択でき
ます。選択後、登録番号以下は自動で入
力されます。事前調査を行う可能性のあ
る方は、あらかじめ「担当者登録」より
登録してください。

13

7 -b

14
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石綿事前調査結果記録の登録・出力 32

石綿無しと判断する場合の判断根拠は以下の通りです。
[1] 目視…建材を目視にて確認
[2] 設計図書…設計図書にて確認
[3] 分析…分析機関に分析を依頼し判断
[4] 材料製造者による証明…材料メーカーによる石綿有無の証明書類にて

判断
[5] 材料の製造年月日… 2006年9月1日以降製造されたものか確認
※法令上は[1][2]のみで石綿無しと判断することは認められていません。

[1]の目視確認は、[2]～[5]の場合も必要となります。
 （参考資料：厚生労働省 基発0804第2号99）

⑨事前調査を行った建材の種類ごとに調査結果を
登録します。「追加」をクリックするとポップ
アップ画面が表示されるので、詳細について入
力します。

❺「石綿有り」または「有とみなす」の場合
…切断の有無及び作業時の措置に関して選択
「石綿無し」の場合…判断根拠のみ入力
 ※「石綿無し」の判断根拠で『③分析』を選択し

た場合、前項（⑧）の「事前調査（分析調査実施
者）」の入力が必須となります。

※2006年（平成18年）9月1日以降に新築着工され
た建物で書面調査のみの場合、記入は不要です。

※新築着工日が2006年9月1日より前 または 不明の
場合は１件以上の登録が必須となります。

⑩「保存」をクリックします。
※複数種類の建材を調査した場合は⑨～⑩の操作を繰
り返します。

※その他建材については複数回登録が可能ですが、1回
目に登録したものが電子報告システムに報告されま
す。１回目には石綿有りの建材を優先して登録して
ください。
また、石綿有りの建材が複数ある場合は「その他建
材」の1回目に、まとめて登録をしてください。

⑪特定粉じん排出等作業実施期間を入力します。
※解体・リフォーム工事のうち、石綿に係る作業が行
われる期間の開始日と石綿作業主任者の氏名を入力
します。

※石綿無しの場合は非表示となります。

5

8

9

⑧調査機関に分析調査を依頼した場合は、事前調
査（分析調査実施者）の欄に調査機関の情報を
入力します。
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石綿事前調査結果記録の登録・出力 33

⑫工事の元請事業者の現場責任者を入力します。
※元請業者の所在地・電話番号がデフォルトで表示さ
れます。

⑬Gビズ申請記載担当者を選択します。

Gビズ申請者
…担当者登録にて登録したGビズの申請者を選
択すると、電子報告を行った際の申請完了通
知や行政からの申請内容に関するお問い合わ
せの連絡先がGビズ申請者宛てとなります

Gビズの代表者
…Ｇビズアカウント登録の際に設定した連絡先
に申請完了や行政からのお問い合わせ等の情
報が届きます

⑮事前調査の際に撮影した写真を登録します。
「選択」を押してjpegファイルを指定、「アッ
プロード」をクリックすると、写真が登録でき
ます。
※ファイルを直接「選択」ボタン左の枠内にドラッグ&
ドロップしてアップロードすることもできます。

※写真の順番はドラッグ&ドロップで変更することも可
能です。

事前調査では以下のような写真を撮影してください。
・建物の外観
・施工対象となる部屋の全景
・調査対象となる建材の写真
・調査対象となる建材の型番の写真 など。

⑯写真が表示がされます。

⑰「コメント」をクリックすると、登録した写真
に建材の名称、部屋番号などのコメントをつけ
ることができます。

写真1枚のサイズが6144KB（約6MB）を超えると
アップロード出来ません。
尚、514KB以上の写真は、自動的に1/10にサイズ
ダウンしてアップロードされます。

備考欄については、初期値設定が可能です。
ご希望の際は、お問い合わせフォームにてご連絡
ください。

事前調査結果報告システム（Gビズ）の自由記載欄
に連携されます。管轄の行政に申し送り事項があ
る場合は、こちらに入力してください。

⑭解体が進まないと事前調査が行えない所にある
など目視により確認することが困難な材料があ
った場合は、その材料の使用場所を入力します。

初期値では工事登録で登録した工事担当者の電話
番号とメールアドレス情報が表示されます。
工事担当者を選択していない場合は、空欄で表示
されます。
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⑰分析調査を行った場合は分析調査結果のPDFを
アップロードします。

⑱「保存」をクリック。

「下書保存」をクリックすると、入力途中の内容を
保存できます。
再度入力する場合は「石綿業務一覧」画面の「事前
調査結果記録」項目の「編集」より入力を再開する
ことができます。

石綿事前調査結果記録の登録・出力 34

⑳石綿業務一覧画面が表示されます。
電子報告を行う場合は「石綿電子報告を行う」
をクリックすると、電子報告用csv出力を行う
ページが表示されます。
※石綿電子報告の方法については「石綿事前調査結果
電子報告の対応／CSVの出力について」を参照

⑲確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

㉑「印刷」をクリックすると「事前調査結果記
録」がPDFで表示されます。

 ※入力した情報が表示されているか、確認してください。
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（2ページ目）写真帳票

石綿事前調査結果記録の登録・出力 35

（3ページ目）
  分析調査結果PDF

（4ページ目〜）
  調査者の資格証

（最終ページ）
  施工パートナー一覧

・1ページ目：事前調査結果記録
・2ページ目：写真帳票（写真を1枚以上登録した

場合）
・3ページ目：分析調査結果PDF（分析結果の報告

書等をPDFでアップロードした場
合）

・4ページ目〜：調査者の資格証（担当者登録で資
格証を登録した場合）

・最終ページ：施工パートナー一覧（複数施工パ
ートナーを選択した場合）

※調査者の資格証を変更する場合は、担当者一覧
の該当する担当者情報の編集画面で、資格証を
再度アップロードしてください。

（1ページ目）事前調査結果記録
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石綿事前調査結果電子報告の対応／CSVの出力について

36

■行政の事前調査結果報告システムに事前調査の結果を申請するためのCSVファイルをダウンロード
することができます。

①Home画面左側のメニューより「工事」→「石綿電子報告」の順にクリック。

1

②施工パートナーを選択し「検索」をクリック。

③行政向け電子報告の対象となる工事（80㎡以上の解体工事及び100万円以上のリフォーム工事）があらかじめ
抽出された状態で表示されます。

④電子報告を行いたい工事に を入れ「CSV出力」をクリックすると、CSVファイルがダウンロードされます。
（複数工事の出力も可能）

 ※CSVファイルは開かず、ファイル名も変えずに デスクトップ等に保管、そのまま「石綿事前調査結果報告システム」 
へアップロードしてください。

⑤「電子報告システム（Gビズ）に移動する」をクリック。（詳細は次ページへ）

❶電子CSV出力を行うと「電子報告用csvDL済み」欄に〇印が記載されます。
※この時点で電子報告は行われておりません。次ページ参照の上「石綿事前調査結果報告システム」へ申請を行っ
てください。

❷CSV出力後に工事情報に修正があり、再度事前調査報告システムにアップロードなさる場合は、検索の際、「検索条
件」で「全て」を選択、検索していただくと、CSV出力済の工事情報も表示されます。

❸各項目名称（発注者名称や担当者名称など）にて電子報告が必要な工事の絞り込み検索が可能です。

2

2

3

4

1

5

3



© Copyright EMS Inc. 2025

石綿事前調査結果電子報告の対応／CSVの出力について 37

⑤GビズIDを取得し、石綿事前調査結果報告システムにログインする。

●GビズIDの取得は下記へアクセスください→https://gbiz-id.go.jp/top/
●石綿事前調査結果報告システムのログイン画面は、お使いのブラウザにて検索を行うか、下記へアクセスください。

→https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

⑥「一括申請」→「ファイル選択」をクリック、前ページでダウンロードしたCSVファイルを選択、アップロードを
クリック。

⑦申請をクリック。
※CSVファイルは『開かず、名前も変えずにアップロード』
してください。

申請した内容は申請一覧から確認可能です。
⑧検索条件を入力後（空欄でも可）「検索する」をクリック。

⑨申請した事前調査結果の一覧が表示されます。

⑩対象の申請欄の「詳細」ボタンをクリックすると、内容
を確認することできます。

7

6

【石綿事前調査結果報告システム】

引用元：石綿事前調査結果報告システム
 （https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/ ）

引用元：石綿事前調査結果報告システム
 （https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/ ）

引用元：石綿事前調査結果報告システム
 （https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/ ）

5

6

引用元：石綿事前調査結果報告システム
 （https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/ ）

8

9

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
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石綿事前調査結果説明の登録・出力
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■石綿の有無にかかわらず事前調査を行った結果を発注者に説明するための帳票です。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「事前調査結
果説明」項目の「編集」をクリック。

1

石綿有り または みなしの建材がある場合、下記
④または⑥のどちらかを必ず入力。

④特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工
事の工程の概要を入力します。
※リフォーム・解体工事のうち、どの日程で石綿に関
する工事を行うかを明記します。

※石綿無しの場合は「特定工事に該当しません」と表
示されます。

※1行当たり、全角59文字相当まで入力が可能です。但し、
最大3行、全角85文字（半角170文字）以内で入力して
ください。

⑤事前調査結果記録の登録画面で入力した内容が自
動で反映されます。
※編集することも可能です。

⑥特定粉じん排出等作業の工程の概要を記した工
程図をPDFでアップロードします。

⑦「保存」をクリック。

8

⑧確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

2

4

7

3

6

5

「石綿事前調査結果説明登録」画面が表示されます。

②調査結果説明書作成日を入力します。

③特定粉じん排出等作業(石綿の除去等を行う作
業）の実施期間を入力します。
※石綿無しの場合は、非表示となります。
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「石綿業務一覧」画面が表示されます。

⑨「事前調査結果説明」項目の「印刷」をクリック。

事前調査結果説明書は、発注者に書面で交付し、その内容を説明して
署名・捺印をいただいてください。

「事前調査結果説明書」がPDFで表示されます。
※入力した情報が表示されているか、確認してください。

・1ページ目：事前調査結果説明書
・2ページ目：写真帳票（写真を1枚以上登録した

場合）
・3ページ目：工程図（PDFでアップロードした場

合）
・最終ページ：施工パートナー一覧（複数施工パ

ートナーを選択した場合）

9
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作業計画／報告
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石綿作業計画の登録・出力（石綿「有り」または「みなし」の場合のみ）

41

■事前調査結果を行った結果、石綿有り または みなしである場合に、作業の方法や作業工程等について
予め作業計画を策定する必要があります。

※石綿「有り」または「みなし」の場合のみ登録
します。
石綿「無し」の場合は登録不要です。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「作業計画」
項目の「編集」をクリック。

5

⑤確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

②施工パートナーを選択した場合、特定粉じん排
出等作業（石綿除去等作業）を実施する下請負
人の現場責任者の情報を入力します。
※自社施工の場合は、非表示となります。

③建築物の配置図をアップロードしてください。

④「保存」をクリック。

2

4

3

1
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「石綿業務一覧」画面が表示されます。

⑥「作業計画」項目の「印刷」をクリック。

「特定粉じん排出等作業計画書」がPDFで表示され
ます。

※「事前調査結果記録登録」で入力した建材やそ
の使用箇所・面積などが反映されます。

※配置図等のPDFをアップロードした場合、作業
計画書の後に表示されます。

実際の石綿の除去作業においては
作業計画に従って呼吸保護具の着用・湿潤化等を行ってください。

6
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1

石綿作業方法説明の登録・出力（石綿「有り」または「みなし」の場合のみ）

43

■石綿の除去等作業を伴う建設工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときは、石綿の除去等作
業の方法等を、その請け負わせる者に説明する必要があります。

※石綿「有り」または「みなし」の場合のみ登録
します。
石綿「無し」の場合は登録不要です。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「作業方法説
明」項目の「編集」をクリック。

5

④確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

②作業方法の説明日（登録日）を入力します。

③「保存」をクリック。

2

3

⑤ 「作業方法説明」項目の「印刷」をクリック。
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「特定粉じん排出等作業方法説明書」がPDFで表
示されます。

※「事前調査結果記録登録」で入力した建材やそ
の使用箇所・面積などが反映されます。

「作業方法説明書」は、元請業者が施工を施工パートナーに
委託する場合に作成します。

作成した作業方法説明書について施工パートナーに内容を説明してください。
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1

石綿看板の登録・出力

45

■事前調査の結果及び作業内容等について、大防法及び石綿則で定められた事項を公衆及び作業に従
事する労働者が見やすい場所に掲示するための看板です。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「看板」項目
の「編集」をクリック。

②看板表示日について入力します。
※原則として、工事開始日を入力してください。

③調査方法の概要（調査箇所）について自動印字
されます。
※追記も可能です。

④調査結果について入力します。
※「石綿無し」の場合には、調査部分・建材の種類の
後ろに、判断根拠を示す○数字が併記されます。

＜判断根拠を示す○数字の一覧＞
①目視
②設計図書
③分析
④材料製造者による証明
⑤材料の製造年月日

記入例：【石綿含有無し】
スレートボード（ユニットバス）⑤

2

3

4

5

6

⑤作業方法について入力します。
※「石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法」の項目
は、原則「除去」を選択してください。

⑥石綿作業主任者について入力します。
※あらかじめ「担当者登録」から石綿作業主任者を登
録する必要があります。
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石綿看板の登録・出力 46

「看板」がPDFで表示されます。

※石綿含有建材の有無を問わず施工現場にて掲示
してください（A3サイズ以上で印刷）。

石綿が「有り」または「みなし」の場合、看板
（事前調査結果）のほかに

❶石綿作業主任者の職務
❷喫煙及び飲食の禁止
❸特定化学物質表示標識板
❹立入禁止

の看板（次ページ参照）が表示されるので、
併せて印刷し、施工現場に掲示してください。

⑨確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

⑦「備考：その他の条例等の届出年月日」「その
他事項」に記入すべき内容がある場合には入力
します。

⑧「保存」をクリック。

7

8

作成した「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」は
事前調査における石綿含有建材の有無にかかわらず

施工現場に掲示してください。

⑩石綿業務一覧画面が表示されたら、「看板」項
目の「印刷」をクリック。
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❷喫煙及び飲食の禁止

看板の登録画面にて選択した石綿作業
主任者の氏名が自動で表示されます。
※追加で石綿作業主任者を選択した場
合、一覧として表示されます。

❶石綿作業主任者の職務

➍立入禁止➌特定化学物質表示標識板
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石綿作業記録の登録・出力（石綿「有り」または「みなし」の場合のみ）

48

■元請業者及び施工パートナーは、石綿有り または みなしの工事においては以下の作業記録を作成す
る必要があります。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「作業記録」
項目の「編集」をクリック。

②石綿作業記録を入力します。
入力項目は、以下の通りです。

❶特定建築材料を除去し、囲い込み、又は封じ込
める作業の完了を確認した年月日

❷確認の結果
❸対象が建築物の場合

…建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者
のいずれかが選択可能

❹対象が工作物の場合
…工作物石綿事前調査者、建築物石綿含有建材
調査者［対象範囲が、煙突（建築物に設ける排
煙設備等の建築設備を除く）、トンネルの天
井板、プラットフォームの上家、遮音壁、軽量
盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分
の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降
路の囲い（建築物であるものを除く）の場
合］、石綿作業主任者のいずれかが選択可能
※2025年12月31日以前に着工の工事は「建築物
石綿含有建材調査者」でも工作物の全てを調査
可能

2
1

2

3

4
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石綿作業記録の登録・出力 49

③石綿を扱う作業に従事した従事者の名簿と、写
真による作業記録を作成します。

石綿を扱う作業に従事した者の名簿を作成
❶「追加」をクリックし、直接石綿を扱う作業に従事
した従事者の名前や従事期間等を入力。

❷「追加」をクリックし、石綿を扱う現場において周
辺作業に従事した従事者の名前と従事期間を入力。

※「所属」で選択をクリックして表示される業
者名に該当の業者名がない場合は、自由に記
入することも可能です。

※「応急措置概要」「保護具の使用状況」には、
初期値でテキストが表示されます。追加記入
や変更も可能です。

④名簿の登録はPDFで行っていただくことも可能
です。
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写真による作業記録の登録
❸作業基準に沿って施工したことがわかるように
作業の様子を撮影した写真を選択、「アップロ
ード」をクリックして登録。
撮影する写真の種類は下記の通りです。

➍「コメント」をクリックして、写真に関する説
明を付記することができます。
また、写真の種類を選択すると「作業記録写真
登録一覧に✓マークが付記されます。

❺「カテゴリ順に並べ替える」をクリックすると、
写真の順番が自動的に「作業記録写真登録一覧」
のカテゴリ順に並び替えられます。
※同一カテゴリ内での写真の順番は撮影日順となります。
※写真の順番はドラッグ&ドロップで変更することも可
能です。

・事前調査結果等の掲示
・立入禁止表示
・喫煙・飲食禁止の掲示
・石綿作業場である旨等
・作業主任者の選任
・養生等の状況
・湿潤の様子
・呼吸用保護具等の使用状況
・除去作業の様子
・清掃の様子
・石綿含有産業廃棄物保管の様子
・その他

写真1枚のサイズが6144KB（約6MB）を超えると
アップロード出来ません。
尚、514KB以上の写真は、自動的に1/10にサイズ
ダウンしてアップロードされます。

3

4

④写真による登録はPDFで行っていただくことも
可能です。

⑤すべての入力項目を記入し、「保存」ボタンを
クリック。

「下書保存」をクリックすると、入力途中の内容
を保存できます。
再度入力する場合は「石綿業務一覧」画面の「作業記
録」項目の「編集」より入力を再開することができ
ます。

4

5

5
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「石綿業務一覧」画面が表示されます。

⑥石綿作業記録を出力する場合は「作業記録」項
目の「印刷」をクリック。

石綿作業記録の帳票「特定粉じん排出等作業記
録」がPDFで表示されます。

※前ページの写真による作業記録の登録で登録し
た作業記録写真が印刷時に自動で添付されます。

・1ページ目：特定粉じん排出等作業記録
・2ページ目：名簿（「石綿使用建築物等解体等作

業に従事した労働者」「周辺作業
従事者」を入力した場合）

・3ページ目：作業従事者名簿PDF（PDFで名簿を
アップロードした場合）

・4ページ目：写真帳票（写真を1枚以上登録した
場合）

・5ページ目：作業記録写真PDF（写真をPDFでア
ップロードした場合）

・6ページ目〜：石綿有資格者の資格証（担当者登
録で資格証を登録した場合）

・最終ページ：施工パートナー一覧（複数施工パ
ートナーを選択した場合）

※「石綿作業主任者資格証」「建築物石綿含有建材
調査者資格証」「工作物石綿事前調査者資格証」
は、それぞれ別ページで出力されます。

※「資格証」を変更する場合は、担当者一覧の該
当する担当者情報の編集画面で、資格証を再度
アップロードしてください。

（1ページ目）特定粉じん排出等作業記録

6
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（5ページ目）作業記録写真PDF

（2ページ目）作業従事者名簿

（3ページ目）作業従事者名簿PDF

（4ページ目）写真帳票

（6ページ目〜）石綿有資格者の資格証

（最終ページ）施工パートナー一覧
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石綿作業報告書の登録・出力（石綿「有り」または「みなし」の場合のみ）

53

■元請業者は特定粉じん排出等作業の完了報告を発注者に対して行う必要があります。

①対象工事の石綿業務一覧画面から「作業報告」
項目の「編集」をクリック。

②石綿作業報告について情報を入力します。

入力する内容は以下の通りです。
❶作業報告書作成日（登録日)
❷特定粉じん排出等作業（石綿を取り扱う作業）
の実施状況概要
※発注者に事前に説明した内容と異なる対応を
行った場合は、その内容について入力してく
ださい。

❸実施状況写真等のPDFをアップロード（任意）

③「保存」をクリック。

2

1

2

3

3

④確認画面が表示されたら「はい」をクリック。
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「石綿業務一覧」画面が表示されます。

⑤石綿作業記録を出力する場合は「作業報告」項
目の「印刷」をクリック。

※石綿業務の必要書類をすべて登録すると、登録済
の工事データにロックをかけることができます。
ロック機能の詳細については「石綿業務書類の登
録済データ保管方法」をご参照ください。

・1ページ目：特定粉じん排出等作業完了報告
・2ページ目：写真帳票（写真を1枚以上登録した

場合）
・3ページ目：作業記録写真PDF（写真をPDFでア

ップロードした場合）
・4ページ目〜：石綿有資格者の資格証（担当者登

録で資格証を登録した場合）
・最終ページ：施工パートナー一覧（複数施工パ

ートナーを選択した場合）

※「石綿作業主任者資格証」「建築物石綿含有建材
調査者資格証」「工作物石綿事前調査者資格証」
は、それぞれ別ページで出力されます。

※「資格証」を変更する場合は、担当者一覧の該
当する担当者情報の編集画面で、資格証を再度
アップロードしてください。

石綿作業報告の帳票「特定粉じん排出等作業完了
報告書」がPDFで表示されます。

※「石綿作業記録の登録」の写真による作業記録
の登録で登録した作業記録写真が印刷時に自動
で添付されます。

（1ページ目）特定粉じん排出等作業完了報告書

作成した報告書は、発注者に書面で交付し、その内容を説明して
署名・捺印をいただいてください。
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（3ページ目）作業記録写真PDF（2ページ目）写真帳票

（4ページ目〜）石綿有資格者の資格証

（最終ページ）施工パートナー一覧
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石綿業務書類の登録済データ保管方法

56

■各種石綿の書類が完成した段階で登録したデータをロックすることで、システムのデータが変更さ
れても書類内容が変更されず、保管が行われる機能となります。

①対象工事の「石綿業務一覧」画面を表示します。

②「ロック」をクリック。
※社名や所在地等の変更によりシステムデータを修正し
た場合も、既に登録済の書類内容は変更されません。

石綿業務の必要書類をすべて登録すると、登録済
の工事データにロックをかけることができます。
・石綿無の工事
→事前調査結果記録、事前調査結果説明、石綿看板
の3種類

・石綿有の工事
→事前調査結果記録、事前調査結果説明、作業計画、
作業方法説明、石綿看板、作業記録、作業報告の
7種類
（自社施工の場合、作業方法説明を除く6種類）

③確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

3

⑤「ロック解除」をクリックすると、登録内容の
ロックが解除され、再度内容の編集をすること
が可能となります。

6

⑥確認画面が表示されたら「はい」をクリック。

会社の社名変更や所在地変更の際は、登録デー
タの内容が書き換わってしまいますので、必ず
変更前にロックをお願いします。

1

2

4

5

④ロック後は登録内容がそのまま保存され、編集が
不可となり、帳票の印刷のみが可能となります。
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株式会社EMS UNI-PORTカスタマーサポート
Tel : 03-6809-1021

Mail : uniport-cs@kk-ems.jp
※アスベストONEシステム内に24時間受付の問い合わせフォーム
（https://share.hsforms.com/1c2HTtXRqQ1-PxxQ4tp3ZJQdbepo）

を設けております。そちらもご活用ください。

【お問い合わせ先】

mailto:uniport-cs@kk-ems.jp
mailto:uniport-cs@kk-ems.jp
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